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第１ 趣旨 

   福島県農林水産業復興創生事業（以下「復興創生事業」という。）の実施につ

いては、福島県農林水産業復興創生事業実施要綱（平成 29 年３月 31 日付け 28

文第 297 号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）及び福島県

農林水産業復興創生事業交付金交付要綱（平成 29 年３月 31 日付け 28 文第 298

号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、

この要領に定めるところによるものとする。 

 

第２ 復興創生事業の内容等 

復興創生事業は、次に掲げる事業の実施に必要な経費を助成するものとし、事

業の内容、事業実施主体、採択要件及び交付率等はそれぞれの事業ごとに別記に

定めるとおりとする。 

１ 福島県産米競争力強化支援事業 

別記１のとおりとする。 

２ 福島県産園芸競争力強化支援事業 

別記２－１から２－４のとおりとする。 

３ 福島県産畜産物競争力強化支援事業 

別記３－１から３－３のとおりとする。 

４ 福島県農林水産物ブランド力向上促進技術開発事業 

別記４のとおりとする。 

５ ＧＡＰと有機農業の拡大 

  別記５－１及び５－２のとおりとする。 

６ 農林水産物の検査の推進 

別記６－１及び６－２のとおりとする。 

７ 販路拡大と販売促進 



別記７－１及び７－２のとおりとする。 

 

第３ 事業の実施手続 

１ 事業実施計画の作成及び承認 

（１）福島県は、実施要綱第３の１の（１）の規定に基づき、別記様式第１号によ

り、事業実施計画を作成し、農林水産省大臣官房地方課長、大臣官房総括審議

官（新事業・食品産業）、農産局長、畜産局長及び農林水産技術会議事務局長

（以下「地方課長等」という。）に提出し、その承認を受けるものとする。 

   ただし、事業実施計画の変更（２の重要な変更に限る。）又は中止若しくは

廃止の承認申請については、交付要綱第８の規定に基づく「交付金変更等承認

申請書」の提出をもって、これに代えることができる。 

（２）事業実施主体（福島県を除く。）は、実施要綱第３の１の（２）の規定に基

づき、福島県知事が定めるところにより事業実施計画を作成し、福島県知事に

提出し、その承認を受けるものとする。 

２  事業実施計画の重要な変更 

      実施要綱第３の２の重要な変更は、次に掲げるとおりとし、重要な変更の申請

手続は１の規定を準用するものとする。 

  （１）事業目的の変更 

 （２）事業実施主体の変更 

  （３）交付要綱別表の重要な変更の欄に掲げる変更 

 

第４  事業実施状況の報告 

  １ 事業実施主体（福島県を除く。）は、実施要綱第５の１の規定に基づき、事業

終了後速やかに事業実施計画に準じて事業実施結果に係る報告書を作成し、福島

県知事に提出する。 

 ２ 福島県は、第２に掲げる事業について、別記様式第２号により取りまとめ、地

方課長等に提出する。 

 ３ ２の報告については、事業を実施した年度の翌年度の９月末までに報告するも

のとする。 

   ただし、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）第

６条第１項の規定に基づく実績報告書の提出をもって、これに代えることができ

る。 

 

第５ 事業の評価 

１ 福島県知事は、実施要綱第６の１による点検評価を実施した結果、事業実施計

画に掲げた成果目標の全部又は一部が達成されていない場合には、当該事業実施

主体に対し、必要な改善措置を指導し、改善状況の報告をさせるものとする。 

 ２ 地方課長等は、実施要綱第６の２の点検評価の結果、事業実施計画に掲げた成

果目標の全部又は一部が達成されていない場合には、福島県知事に対して改善措



置を提出させるものとする。 

 ３ 実施要綱第６の１に定める地方課長等への報告は、事業を実施した年度の翌年

度の９月末までに別記様式第２号により行うものとする。ただし、福島県産米競

争力強化支援事業及び福島県産園芸競争力強化支援事業については、事業実施年

度の翌々年度を目標年度とし、目標年度の翌年度の９月末までに別記様式第２号

により行うものとする。 

 

第６ 海外の付加価値税の還付額に係る国費相当額の納付 

   事業実施主体は、事業終了後に手数料等を上回る還付額が見込まれるときは、

付加価値税の還付手続を速やかに行い、手数料等を除いた還付額に係る国費相当

額を国庫に納付するものとする。 

   また、他の事業等と合算して付加価値税の還付手続を行う場合であっても、手

数料等を除いた還付額に係る国費相当額を国庫に納付するものとする。 

 

第７ その他 

１ 本事業における人件費の算定等にあっては、「補助事業等の実施に要する人件

費の算定等の適正化について（平成 22 年９月 27 日付け 22 経第 960 号農林水産

省大臣官房経理課長通知）」に従うものとする。 

２ 本事業において、農業機械を導入する際は、「補助事業等によって導入する農

業機械の選定について」（令和６年９月 24 日付６農産第 2268 号農林水産事務次

官依命通知）の定めるところによるものとする。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 

２ 福島発農産物等戦略的情報発信事業実施要領（平成 25 年５月 16 日付け 25 食産

第 484 号農林水産省食料産業局長通知）は、廃止する。なお、廃止前の同要領に

より平成 28 年度までに実施した事業については、なお従前の例による。 

附 則 

この改正は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則 

  この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この改正は、令和５年４月１日から施行する。 



附 則 

 この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この改正は、令和８年４月７日から施行する。 

 



 



 

 

 

 

 

 

 









 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 





 
 

 













 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 





















 
 

 







 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 















 
 

 





 

















 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
    

 
 









 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 





















 



 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

  
 

     

 
 
 

 
   

 

   

   

 
 
 

 

 
     

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 











 









 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 























 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

















 

 

 

   

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 



    




